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「(農)ふるさと吉見」法人設立と 
集落営農法人による野菜振興に向けて 

美祢農林事務所 農業部 
  髙林正典 
  斉藤さつき (現：花卉振興Ｃ) 
  坂井崇人 
(Ｈ２６) 
   西見勝臣 
  (現：農林総合技術Ｃ資源循環研究室) 
   大﨑美幸 
  (現：農林総合技術Ｃ園芸作物研究室) 
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１ (農)ふるさと吉見の法人設立について 

① 法人設立の背景と課題 
H27年度当初の法人設立状況 

 宇部市厚東吉見地区
は、南の「(農)ひろ
せ」、東部の「(農)あい
のう木田」の間に位置
し、集落営農組織の無
い空白地となってい
た。 

宇部市厚東 
吉見地区 

活動対象地区(集落) 

① 法人設立の背景と課題 

各集落の農地を集積する担い手の存在と集積の限界 

Ｋ氏 

Ｏ氏 

 ３名の大型個人農家
が、担い手として５集
落の農地を守ってきた
が、個人では限界と
なってきた。 

Ｆ氏 

① 法人設立の背景と課題 

各集落の農地を集積する担い手の存在と集積の限界 

 
① 農地を受けて欲しいとの要

望が増えてきているが、これ
以上は個人では限界 
② 預かった農地が分散してお
り、効率が悪い 
③ 水管理・草刈りまでは困難 
④ 機械が老朽化し更新時期と
なっている 

 
① 高齢化・働いている等

の理由により、農地を預
かって欲しい 
② 個人でこれ以上、機械

を整備・更新することは
困難 

３名の担い手個人 各集落個人 
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〔基本的な方向性〕 
 担い手３名と関係機関で以下の方向性を決定 
 担い手３名が集積している５集落を対象 

 ５集落をまとめた農地集積には、集落の合意形
成が必要であるため「ぐるみ型集落営農法人」
とする。 

 担い手３名を中心オペレーターとして設定 

 担い手３名で素案を作成後、５集落の代表と計
画を策定・検討 

 農地集積事業を中心とする補助事業等を活用し
た支援 

② 法人設立の支援 

担い手３名を中心とする５集落の集落営農法人の設立 

② 法人設立の支援 

関係機関の連携と役割分担 

関係機関 支援内容 

美祢農林農業部 ・全体の調整・協議運営支援、スケジュール管理等 
・補助事業等、経営計画、法人設立に必要な資料作成 

宇部市農林振興課 ・市農業委員会との調整 
・農地集積事業(人・農地プラン) 
・集積対象農地の農地情報 
・認定農業者 
・補助事業等 

ＪＡ山口宇部  
 西部営農総合センター 
営農経済部・総合企画室 

・法人設立準備・検討に係る運営支援 
・遊休施設の貸与等 
・産地交付金、制度資金、補助事業等 

山口県農地中間管理機構 
((公財)やまぐち農林振興公社) 

・農地集積事業 

 

 

 

② 法人設立の支援 

「上厚東法人設立委員会」設立までの経過 

 H26.7.30「集落営農勉強会」（集落営農検討開始） 
  担い手３名を発起人として５集落を参集して開催  
          農業部から集落営農の必要性と意義について説明 
 Ｈ26.9.13「５集落代表者会議」  

  法人の設立必要事項の説明、集落意識調査アンケー
トの提案 
 Ｈ26.12.12「集落代表者会議」 
 集落意識アンケート調査結果 
  → 法人へ農地を預けたいとする回答８５％ 

担い手３名を中心に法人設立の意向固まる！ 

（５）農地を預けたいが農地の受託を断られた場合
 ア、自
分で農
地の保
全管理
は行う。

イ、自
分で農
地の保
全管理
は出来
ないの
で、耕
作放棄
地にな

る。

 ウ、農
地を預
ける組
織が出
来れば
組織に
加入し
て預け
たい。

エ、お
金を

払って
誰かに
保全管
理して
もらう

オ、そ
の他

0 5 22 2 2

0% 19% 85% 8% 8%

立熊 1 1
春日 3 1 2
関口 12 1 13 1
中村 3 1 2
岡村 7 1 7 1

厚東全体(戸）

集
落
内
訳

（４）でウを選択し

た人数⇒２６人

高齢化や耕作依頼の増加に

より個人での農地の受託が困
難となってきています。
引き続き農地を預けたいが、
農地の受託を断られた場合、
どうしたいと考えられますか？

 

 

 

② 法人設立の支援 

集落アンケートの結果 (抜粋) 

集落営農勉強会  (抜粋) 

集落営農への理解促進と集落の意識調査 

 

「上厚東法人設立委員会」開催 

○Ｈ２７年３月４日 第１回開催 

 ・ 本格的な法人設立に向けた基本条件等の   

  検討を開始 

  

 

  

 

②  法人設立の支援 

担い手３名を中心とする５集落の集落営農法人の設立 

しかしながら、遅々と
して検討が進まない！ 

 

 

 

② 法人設立の支援 

自主的な協議と合意形成の支援 

・毎回、何を検討して良いか分か
らない 
 
・決めた事を共有化していない 
 (決まったはずのことを再協議) 
 
・スケジュールが決まってない 

検討鈍化の要因 

支援 

・検討事項の事前協議と次第の提示 
 司会進行 
 
・決定事項メモ提示 
 
・スケジュール(案)の提示 等 

農業部 

検討は進み始めたが、農業部に頼りきって「待ち」の姿勢に！ 

農業部にて、しばらく協議の進め方等を示した後、 
事前の検討事項のみ代表と協議し、オブザーバーに徹した。 

代表者が検討事項を確認し進行を進めるとともに、代表者にて議事録
を作成するようになった。 

法人設立委員会が自主的な運営へ 
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② 法人設立の支援 

自主的な協議と合意形成の支援 

 法人化協議に必要な主な支援 
 
① 「法人設立基本条件整理表」 
   ・法人形態、地代、作業体制、草刈、水利組合との関係、自己保有米等 

②「５集落の農地地図」 
   ・集積対象農地の検討   
③「作付け計画と経営試算」 
  ・ 麦・野菜の栽培推進と経営所得安定対策の活用 

④「法人化スケジュール」 
  ・設立時期(目標)の設定と農地集積事業等の事務スケジュール 

⑤「５集落の合意形成」 
  ・アンケート調査 (法人参加・農地提供意向、所有機械 等) 

   ・集落説明会 (５集落個別説明会、全体説明会) 

 

 

 

 

② 法人設立の支援 

自主的な協議と合意形成の支援 

① 「法人設立基本条件整理表」 

  ・法人設立に必要な事項と、法
人設立時に良く課題となる事項
について予め整理し、検討資料
として提示 
 

・法人設立委員自身が必要な検
討事項を認識するとともに、意
識が高まり、付随する課題等も
協議 
 

・整理表を整理することによ
り、「事業目論見書」の作成が
可能 

 

 

 

② 法人設立の支援 

自主的な協議と合意形成の支援 

① 「法人設立基本条件整理表」追加調査 

  ・集落内の個人所有機械を調査 
 

・５集落内で多数の機械がある
ことが判明 
 (田植機２３台(４条程度)、コ
ンバイン２２台等) 
 

・集落内での水稲の経営効率化
を再認識 
 

・当面、集落内の機械を有効活
用するが整理合理化を図る方針
決定 

② 法人設立の支援 

自主的な協議と合意形成の支援 

② 「５集落の農地地図」 

  
・宇部市と連携し、５集落全
体と集落毎の農地地図を準備
することにより、視覚による
集積対象農地の検討を円滑化 
 

・農地所有者や集落の意向、
ほ場条件により、集積対象農
地を決定 
 

・農地地図は営農の作付計画
にも使用することにより、効
率的な営農へ活用 

② 法人設立の支援 

自主的な協議と合意形成の支援 

③ 「作付計画と経営試算」 

  
・担い手３名の現状の農地集積
＋αとして３０haの農地集積を前
提とした経営試算を提示 
 

・当資料を活用してＪＡからも
支援を得ながら、作付計画と経
営試算を見直し、最終的に自主
的に経営試算を策定 
 

・担い手３名の内１名が野菜栽
培の経験者であることから、カ
ボチャや馬鈴薯等の作付を推進 

② 法人設立の支援 

自主的な協議と合意形成の支援 

・法人設立を何月何日
に行うか決定すること 

・設立総会等に必要な
資料を提示 

・設立総会と登記、農
地集積事業等の事務ス
ケジュール提示 

・５集落の代表を含め
た「法人設立発起人
会」の設立要請 

・法人設立は年度内に行うとしている
が、何時かまでは決めていない 

・総会や登記に何の資料が必要でどれ
くらいのボリュームか分からない 

・農地集積事業の事務スケジュールを
きちんと把握していない。 

・５集落を対象としているが担い手３
名を中心に検討を進めてきた。 

再び検討が鈍化 

助言等 

農業部 

・５集落の代表を交えた設立委員会が発足 
・５集落の代表も法人化に向けて検討 

上厚東法人設立委員会 発足 (H27.7.8) 

再び検討に向けて動き始める 法人設立総会日決定！ 
平成２７年１２月２０日 
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② 法人設立の支援 

自主的な協議と合意形成の支援 

④ 「法人化スケジュール」 

  

・法人設立や登記、それに向けた
集落説明会、更に農地集積事業の
事務手続き全体スケジュールを提
示 
 

・いつまでに何をし、そのために
何を準備しておくのかを明確化 

② 法人設立の支援 
自主的な協議と合意形成の支援 

⑤ 「５集落の合意形成」 
 ◎ 各集落毎に法人化説明会を開催(H27.4.26～H27.5.2) 
  ・進行・法人概要説明は設立委員会代表が行い、集落営農法人につい   
   てのみ農業部が説明 

 
 
 
 
 
 
    
  

・集落説明会の進行や法
人の概要説明は設立委員
会代表が行うこととする
ことにより、説明するた
めに資料を見直したり、
集落営農の意義等につい
て確認するようになって
きた。 
 
・全体説明会も開催(8/2) 

⑤「５集落の合意形成」  
◎ 法人設立説明会を開催(H27.11.14) 

 ・運営・進行・集落営農及び法人について説明 

   は全て設立委員会で実施 

  ・宇部市から農地集積事業について説明、農業部はオブザーバー 

  ・農地の集積をより確実に、また拡大に向けて現時点の農地集積状況 

  の地図を掲示 

   

  

② 法人設立の支援 
自主的な協議と合意形成の支援 

・集落営農法人の意義につい
て、委員自身が作成したスラ
イドで説明する等、集落営農
法人への意識が高まった。 

⑤「５集落の合意形成」  

 ◎ 法人化全体説明会時に設立委員が作成し自ら説明 

    

  

② 法人設立の支援 
自主的な協議と合意形成の支援 

   

  

② 法人設立の支援 
発起人の法人化の際による不安の払拭 

法人を設立することとなったけれど・・・ 

○ 経理担当となったが初めてで不安 
○ 法人設立前に「麦」を播種しないといけないが・・・ 

◎ 経理の不安解消 
 ・税理士との相談会の開催 
 ・宇部市から「人・農地問題解決 
  加速化支援事業(40万円)」の紹介 
 ・農業簿記ソフトの紹介とＪＡによ 
  る簿記支援 
◎ 麦の播種作業・経費への対応 
 ・近隣の集落営農法人との連携による機械借用 
 ・麦作付予定地のほ場チェックと栽培指導 
 ・麦に係る経費を歩掛として処理←税理士の助言 
 

 

(農)ふるさと吉見 設立 

 
 
○ 代表理事：岸田 清 理事：１１名 (各５集落から理事選出) 
 
○ 構成員数：７１名  ○ 経営規模：３６ｈａ 
 
○ 経営品目：水稲、小麦、野菜(カボチャ等) 

平成２７年１２月２０日 設立総会開催 
～ 元気なふるさとをこどもたちにつなげよう！ ～ 

楽に楽しく皆で利益を生み出そう 
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① 現状と課題の把握 
  集落の担い手の把握と担い手と集落の課題の把握 

② 対策・方向性の検討 (あるべき姿) 
  課題に対する関係機関との方向性の検討 
  〔担い手と集落の課題とのマッチング〕 

③ 法人化に対する支援策の整理と関係機関の役割分担 
  (コーディネート) 

④ 詳細な現状の把握と方向性・対応の再検討 
  集落の意識調査(集落アンケート) 

⑤ 複数回に渡る自主的な協議の促進と 
  協議状況・課題に応じた適確な支援 
  (話し合い等の回数 H26年度：18回 Ｈ27年度：27回) 

法人化を集落自らのものとして、自主的に取組むようになった！ 

③ 法人設立における普及活動のポイント ④ 普及活動の主な成果 
◎ 集落営農法人の設立と農地集積 
 (経営の効率化・減価償却費削減・当面の耕作放棄地回避等) 

  ・農地集積面積＝３名の担い手約２２ha→(農)ふるさと吉見３６．１ha 

◎ 法人の自主的な内部協議と協議の定例化 

 ・月１回、役員会を定例化して開催している。 

  ・代表理事と事務局長中心に協議が進められ、 

  各部(栽培・機械等) 担当理事から状況報告と 

  問題があれば協議している。 

◎ 集落内の多彩な人材の活用と活躍 

 ・３名の担い手がオペレータとして活躍 

  ・５集落に面識の深い方が法人代表に就任 

  ・野菜栽培経験者が法人の野菜栽培を担当 

  ・経理経験者が表計算ソフトや簿記ソフトによる経理を担当 

  ・教師経験者による集落と法人を繋ぐ機関紙の発行 等 

 

 

 

 

 

④ 普及活動の主な成果 
 

◎ 麦の栽培の拡大と技術の高位標準化による単収向上 

 ・中心となる担い手３名がオペレーターとして、栽培技術等の情報交換と    

    作業を行っており、個人の時は労力に余裕が無かったオペが、播種時期   

    を守り、湿害対策を徹底する等に取り組み始めた。 

   (H27:183㎏/10a(管内平均177㎏) 1等19,410㎏ 10.62ha) 

 

◎ 集落での野菜新規取組と集落内労力の活用 

 

 

カボチャ
(通常) 

カボチャ
(抑制) 

馬鈴薯
(春) 

馬鈴薯
(秋) 

ニンジン
(春) 

ニンジン
(秋) 

タマネギ
(晩生) 

１０ａ ８０ａ １５ａ ３０ａ ３ａ ２０ａ １６ａ 

２ 今後の展開 

集落営農法人に対する野菜栽培の推進 
及び協議体制の整備 
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① 背景と課題 

 
① 集落営農法人に対する野菜栽培推進方針や推進体制が無い 
 ・関係機関で共通認識・戦略を持った一体的な推進が困難 
 ・時の情勢や指導員等により、品目を推進 
 ・法人個別で定植機や貯蔵庫整備を検討する状況 
 
② 集落営農法人における野菜共販の位置付けが不明確 
 ・既存のＪＡ生産部会に属していないものもある 
 ・(法人内部の課題もあるが)指導が事後対策となる傾向 
 (既存生産部会が多く、既存生産部会を中心とした現地巡回指導等)  

(農)ふるさと吉見等、集落営農法人に対する 
野菜の栽培推進や指導上の課題 

H28.7.8

① タマネギ ◎ ◎学 ◎
・東岐波露地野菜部会
・西岐波タマネギ苗部会

・(農)ふるさと吉見 ・(農)宮尾営農組合
・（農）石束・不動寺原
・（農）七日町営農組合
・（農）シーサイドファーム

② キャベツ ◎ ◎学
◎

(春)
・西岐波キャベツ部会
・東岐波露地野菜部会

・(農)ファーム１７
・(農)里山うつぎ
・厚東 M氏

・山陽地区露地野菜生産部会
・友栄

③ ジャガイモ ◎ 学
・(農)あいのう木田
・(農)ふるさと吉見

④ ニンジン ◎ 学
・(農)あいのう木田
・(農)ふるさと吉見

⑤ イチゴ ◎ ◎
・東岐波イチゴ部会
　(阿知須イチゴ部会)

⑥ トマト ◎ ◎
○

(登録:
ﾐﾆﾄﾏﾄ)

・西岐波ミニトマト部会
・東岐波施設野菜部会

・厚東 O氏、M氏
・二俣瀬　N氏

⑦ はなっこりー ○
・厚東はなっこりー部会
・小野はなっこりー部会

・万倉はなっこりー部会
・吉部はなっこりー部会

・山陽地区露地野菜生産部会

⑧ カボチャ ◎ ◎ ・くりくまさるカボチャ部会
・(農)ファーム１７
・(農)あいのう木田
・(農)ふるさと吉見

・寝太郎かぼちゃ部会

・寝太郎かぼちゃ（部会）
（農）七日町営農組合
（農）川上営農組合
（農）石束・不動寺原
（農）和の郷

⑨ ネギ ◎ ・厚東小ネギ部会 ・白ネギ生産部会

⑩ キュウリ ◎
◎

(夏秋・冬春)
・宇部ハウス園芸組合 ・吉部キュウリ部会 ・梶田農園

⑪ ブロッコリー ◎
・西岐波ブロッコリー部会
・東岐波露地野菜部会

・山陽地区露地野菜生産部会

⑫ ナス 学
◎

(夏秋)
・厚東ナス部会(築陽)
・小野ナス部会(大成)

・万倉ﾅｽ部会(大成)

⑬ アスパラ
○

(登録)
・小野田アスパラ部会

・厚東葉ニンニク部会
・厚東モロヘイヤ部会

・万倉パセリ部会
・吉部ピーマン部会
・吉部ナバナ部会

○ナチュラルファーム(ｲﾁｺﾞ)
○正司農園(ﾐﾆﾄﾏﾄ・ｲﾁｺﾞ)

・Ｎ氏
 (ｱｽﾊﾟﾗ､ｿﾗﾏﾒ種子､ｷｬﾍﾞﾂ等)
・Ｙ氏 (ｷｬﾍﾞﾂ等)

○藤河内ﾌｱｰﾑ
　(ｼﾞｬｶﾞｲﾓ､葉ｺﾞﾎﾞｳ)

・N氏 (ｱｽﾊﾟﾗ､ﾐﾆﾄﾏﾄ等)
・O氏 (ﾎｳﾚﾝｿｳ等)
・S氏 (ﾐﾆﾄﾏﾄ等)
・M氏 (ﾐﾆﾄﾏﾄ等)
・K氏 (万倉ﾅｽ等)
・U氏 (万倉ﾅｽ等)

○万能塾

・A夫妻
　(万倉ﾅｽ､ﾊﾅｺ等)
・S夫妻
　(万倉ﾅｽ､吉部ﾊﾟｾﾘ等)
・E氏(ﾋﾟｰﾏﾝ､ﾊﾅｺ等)

○グリーンハウス(ネギ)

・M氏（春菊、キャベツ）

○（株）花の海(ｲﾁｺﾞ・野菜苗等)

・R氏　（苗・アスパラ）
・I氏（露地野菜）
・M氏（露地野菜）
・H氏（露地野菜）
・I氏（露地野菜）

美祢農林事務所農業部対応　ＪＡ山口宇部主要園芸品目・生産組織等検討表

センター主要地域推進品目

企業参入・企業的経営体
新規就農等

品目

営農総合センター

東部 西部 楠 小野田 山陽

山口県
推進品目

ＪＡ山口宇部

重点推進
制度産地等No

① 背景と課題 

・複数の制度産地もある
古くからの野菜産地であ
り、生産部会が多い 
 

・近年、新規就農者が多
く、またＪＡの生産部会
に属さない方も多い 
 

・野菜に取組む集落営農
法人等の増加 

・ＪＡ本店(指導販売課)、宇部大同青果、美祢農林農業部(山口農
林農業部)により協議 

・定例化(月１回)し、産地の現状について情報交換をするととも
に、ＪＡ全体としての産地育成、指導・推進体制等について協議 

② 今後の展開 

ＪＡとの野菜産地育成協議体制を整備 (H27.7.13) 

宇部地区法人連携協議会に「野菜チーム」を設置 (H28.9.7) 

・宇部地区法人連携協議会総会において、野菜栽培上の課題
解決を図るため、集落営農法人と関係機関による協議体制を
整備 

○ 法人における野菜栽培の課題整理・対策 
○ 機械化体系、省力・低コスト、排水対策等の共通課題の実証・普及 
○ 法人(ＪＡ)所有機械やオペレーター、販売等の法人間連携 
○ 既存生産部会と連携した効率的な集出荷・選果・調製・輸送体制の検
討とロットと既存ブランドを活かした販売戦略 
○ 経営の安定したベースを確保する生産・販売の検討(学校給食・業務) 
○ 法人の体制を活かした野菜栽培の推進方法の検討 等 

野菜チーム検討事項(案) 

山口宇部集落営農法人連携協議会 排水対策現地実演会 (H28.8.19) 

宇部地区集落営農法人連携協議会 野菜チーム検討会 (H28.12.9) 

終わり 

御清聴いただきありがとうございました。 


